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1.はじめに：スマホ競争促進法指針と法運用の概要
　近時我が国では、内閣官房により「モバイル・エコシステムに関する競争評価 最終報告」（以下「最終報告」）
が 2023 年に公表され、公正かつ自由な競争環境を実現するための指定されたプラットフォーム事業者の禁止行為
として、スマートフォン端末に搭載されるモバイル OS（オペレーション・システム［基本動作ソフトウェア］）
関連技術等を対象とする OS 機能へのアクセス提供義務等を含む事前規制の諸措置が示された（1）。この結果、「ス
マートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案」（以下「スマホ競争促進法」
又は「本法」）が 2024 年の通常国会（令和 6 年通常国会）にて成立し（2）、さらに 2025 年には同法運用方針を規定
するガイドライン（以下「スマホ競争促進法指針」又は「本指針」）が公表されている（3）。
　しかしながら本指針が規定する事前規制の法政策運用においては、特に当該規制が未だ外部に対して未提供の段
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要　約
　近時我が国では、スマートフォン端末に搭載されるモバイルOS関連技術等を対象として、公平公正な競
争環境を実現するためのOS機能へのアクセス提供義務等を含む指定プラットフォーム事業者に対する事前
規制の諸措置の必要性が認識され、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進
に関する法律案」（「スマホ競争促進法」）が 2024 年の通常国会にて成立し、さらに 2025 年には同法運用方針
を規定するガイドライン（「スマホ競争促進法指針」）が公表されている。
　しかしながら本稿検証のとおり、指定プラットフォーム事業者が有するOS関連技術に係るアクセス情報
提供義務を規定する「スマホ競争促進法指針」（特に同法第 7条第 2号関連記述）とその法政策運用について
は、当該事業者が保有する自己の知的財産に基づく行為を同法規制の対象とし得るものであり、イ）特に諸外
国法制に存する「比例原則」遵守検証プロセスと「専門機関間接規制アプローチ」採用余地が明示されていな
いことから、知的財産制度が推進する革新的イノベーションと技術進歩による経済成長を過度に阻害するおそ
れがあり、法政策学上の法的適格性観点からの懸念が存する。ならびにロ）我が国制定法上の独禁法第 21 条
規定とその「知財権利行使に係る反競争性否認」原則に係る法体系固有性への配慮の必要性より、法的整合性
観点からの実質的な懸念が残るものである。以上より、OS関連技術に係るアクセス情報提供義務に関する本
指針と今後の同法運用については、慎重な再検証と修正対応が求められるものと考える。
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階にある OS 関連技術（未提供 OS 関連技術）へのアクセス提供義務規制にまで及ぶときには、知財制度を基礎と
してプラットフォーム事業者等により推進される関連産業での革新的なイノベーションを阻害するおそれが高く、
この結果として我が国経済の持続的な成長を停滞させる可能性が懸念される。本稿ではかかるアクセス提供義務規
制への懸案につき、当該規制と法政策学上の検証枠組みを概説した後、法政策学上の法的適格性と法的整合性の観
点からの諸懸案を詳解のうえ、本指針における法政策運用の再検証と修正案のあるべき姿を提示するものである（4）。

2.我が国のアクセス提供義務規制の概観と検証枠組み
　かかるスマホ競争促進法の法運用方針に係る本指針では、モバイル・エコシステム環境下にてモバイル OS 関連
技術を保有する指定プラットフォーム事業者の一定の行為につき、公正自由競争保全の観点から複数の事前規制を
実施するものとされている（5）。かかる事前規制の一環として、特に OS 機能に係る相互運用性等に関する技術情報
供与によるアクセス提供義務（以下「アクセス情報提供義務」）が同法第 7 条第 2 号にて規定され、プラットフォー
ム事業者に対し独立系事業者等への各種のモバイル OS 関連技術に係る情報提供義務を課す規制が定められてお
り、過度に広汎な知財権利行使規制に繋がることが懸念される（6）。特に最終報告での対象 OS 諸機能の例示、並び
に同法における第 7 条第 2 号の禁止規定文言（「同等の性能で他の事業者が個別ソフトウェアの提供に利用するこ
とを妨げること」に係る行為禁止）のあり方に鑑みれば、非接触型決済機能等の新規開発技術に係る知的財産（相
互運用性に係る営業秘密・プログラム著作権及び新規機能実装に係る特許権など）の実質的な強制提供を内容とす
る事前規制に繋がるおそれがある。
　本稿では我が国法運用に係る法政策評価の指標として、川崎教授により提唱される「法的適格性」（立法施策の
内容が対象とされる社会環境や問題事象の事実状況に照らして事柄や形式の面で法律にて定めるのにふさわしく、
当該施策に期待される機能を果たしていく上で適切な施策となっているかを判断する評価指標）及び「法的整合
性」（立法施策の内容が統一的な制度・体系を乱すことなく、全体として調和と均衡の関係が保たれるよう適切な
調整が行われた施策であるかを判断する評価指標）の両概念を用いて（7）、法政策学的に望ましい本指針の記述と法
政策運用のあり方を検証する（8）。

3.法的適格性検証：EU・英国法制下での「比例原則」遵守検証プロセスと我が国法運用
　3.1　概括
　まず我が国本指針に係る法政策学上の法的適格性を検証するにあたり、諸外国法運用の先例に視座を移したとき
には、事前規制介入に積極的であるとされる EU 法制下では、2022 年成立の EU Digital Markets Act（以下「EU 
DMA」）（9）における前文条項（Whereas clauses）にて、その各条解釈と法運用において法的適格性担保等の観点か
ら「比例原則」遵守検証の必要性が強調されていることが第一に注目される。
　かかる「比例原則」とは、歴史的にはプロイセン法由来の概念であり、行政機関等による過剰侵害を回避する憲
法乃至行政法上の原則論とされ、EU 法及び EU 競争法下での法運用の基本原則として『比例性によって、適当な
複数の手段のなかから選択する場合には、欧州委員会はもっとも強権的でない手段を選ばなければならず』また

『目的との関係で事業者が過度な不便をこうむってはならない』ものとされる（10）。また我が国法制下でも、違憲立
法審査基準論（ドイツ式三段階審査論ほか）又は行政法運用上の原則論に具現化される法理論として受容されてい
る状況にある（11）。
　同原則については、特に EU 法制下での EU DMA 前文第 27 項では、事前規制として採り得る具体的なアクセ
ス情報提供義務等の内容は、法理論上の「比例原則」に基づき厳格に個別検証のうえ、法運用がなされる旨が明示
されている（12）。また EU 法制に続いて 2024 年に成立した英国 Digital Markets, Competition and Consumers Act

（以下「UK DMCCA」）では、同年 12 月公表の法運用に係るガイドライン（Digital Markets Competition Regime 
Guidance）（13）により、OS 機能に係るアクセス情報提供義務等に係る事前規制介入での、当局判断における「比例
原則」に基づく検証プロセスの事前実施を同セクション 4.19 にて明定していることが注目される（14）。
　このような英国法制下等での、事前規制介入における格別に慎重な「比例原則」遵守検証プロセスの必須化は、
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イ）過度に広汎なアクセス情報提供義務規制等の実施は無体財産に係る私有財産制度と技術資産開発への資本投下
行動を強く制限するおそれがあり、法政策運用としての社会科学的適格性の観点（法的適格性）から実質的な懸念
が残ること、ならびにロ）EU・英国競争法下での単独行為への知財強制提供命令（強制ライセンス命令など）に
係る「例外的状況テスト（Exceptional Circumstances Test）」等の既存規制枠組みとの整合に係る法的安定性と
予見可能性担保の観点（法的整合性）からも是認し難いこと等、に鑑みた繊細な法運用判断があるものと推認さ
れる。
　以上のとおり EU DMA 前文第 27 項及び UK DMCCA ガイドライン記述のあり方に鑑みれば、我が国本指針の
OS 機能に係るアクセス情報提供義務規制の法運用にて、「比例原則」遵守検証プロセスの実施義務が明示されて
いない状況については、当該法政策運用の法的適格性担保の観点から実質的な懸念が残るものである（15）。

　3.2　「比例原則」遵守と知財権利行使規制
　かかる英国法制等における「比例原則」遵守検証プロセスの明定は、知財権利行使における権利行使の実効性と
抑止力のバランスをとる原則メカニズムとして機能し、権利行使による救済措置の内容が権利侵害の重大性に対し
て比例的に相応なものとなっていることを担保するものと位置づけられる（16）。
　特に知財権利行使における差止請求について、その比例性を評価するには二段階のテストが必要とされ、個別事
案における差止措置の認容が当該侵害行為の態様に照らして整合的であるか否かに着目のうえ評価がなされ、イ）
実施者サイドに過度の負担を強いる過剰な補償措置となることを防止する観点から、侵害行為の範囲乃至性質の度
合いと利用差止めによる社会活動への影響の甚大さ等に鑑みて差止請求が認容されないケースがある。また他方
で、ロ）権利者サイドに実質的な救済措置を提供できるよう、侵害行為を禁止する旨の抽象的な差止請求の認容判
決（抽象的差止命令）に加えて、侵害者が実施行為の差止命令を遵守するためにどのような周辺措置を講じるべき
かにつき、より具体的な行為内容を適示した判決（具体的差止命令）が示されるケースも存するものとされる（17）。
　換言すれば、知的財産の権利者サイドに対する効果的な保護の確保と、実施者サイドにおける訴訟の繰り返しや
正当な非侵害行為の不当な制限からの保護との間での、権利行使に係る救済措置判断における適切なバランスを担
保するメカニズムとして「比例原則」は機能するものとされる（18）。

　3.3　EU 標準必須特許コミュニケーション（2017）
　このような「比例原則」遵守は、EU 法制下での競争法運用においても知財権利行使規制との関連にて重視され
ており、欧州委員会は特に公的標準技術に係る標準必須特許（Standard Essential Patent：SEP）に基づく差止命
令による救済措置が「効果的、比例的かつ抑止力を有するもの」でなければならないと適示し、競争法運用下での

「比例原則」遵守を前提とした知財権利行使規制の必要性を強調している（19）。具体的には、2017 年に標準必須特許
ライセンス交渉紛争への EU 競争法に基づく規制アプローチを示すコミュニケーション（EC Communication）を
欧州委員会が公表し、標準必須特許に係る FRAND（Fair, Reasonable and Non-discriminatory）ライセンス条件
に関する一般原則及び差止請求の制限可能性につき見解を示す中で、その「比例原則」遵守の必要性を明示して
いる（20）。
　まず同コミュニケーションにて欧州委員会は、標準必須特許に基づく差止請求に対する権利行使規制において
は、EU 知的財産権執行指令 第 3 条第 2 項に基づき個別判断される必要のあることを適示する（21）。同指令第 3 条
第 2 項では『これら知的財産権に係る措置、手続及び救済は、実効性、比例性（proportionate）及び抑止力のあ
るものとし、正当な取引に対する障壁の形成を回避し、またそれらの濫用に対する安全措置を講じるような方法で
適用される』ことが明示され、「比例原則」遵守を前提とした知財権利行使と差止請求等の救済措置のあり方を規
定している。同条規定に基づき欧州委員会は、標準必須特許に基づく差止請求に対する権利行使規制判断において
も『実効性、比例性及び抑止力』の確保という要件に拘束され、特に ICT 産業における競争法による標準必須特
許に対する権利行使規制においては、その差止請求の是非判断にあたり『事業者、消費者、及び公共の利益に及ぼ
す広範な影響』を考慮し、『比例性の判断を個々の事案ごとに慎重に行う』（下線部筆者）必要があることを強調
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する（22）。
　さらに同コミュニケーションにおいて欧州委員会は、標準必須特許の適法な権利行使における公正競争担保メカ
ニズムが必要であると指摘し、各標準必須特許に係る標準技術実施への必須性、事前ライセンス宣言の内容及び将
来ライセンス供与の具体的な契約条件などに係る必須特許情報データベース構築の必要性と、当該構築の過程にお
ける『比例性への考慮の不可欠性』を適示する（23）。より具体的に欧州委員会は、イ）中長期のスパンにて必須特
許情報データベース構築の施策取り組みを段階的に逐次提案することで、権利者サイドへの過度のコスト負担を抑
えるものとし、また他方でロ）標準利用者サイドに対する必須特許情報データベースへの制約の無いアクセス提供
により、ライセンス交渉中の取引コストと侵害リスクを削減するものとしており、これらを通じて両当事者サイド
に対して期待利益とコスト負担を「比例性」に基づき適切に配分すべきであるとする。すなわち権利者サイドにお
いては、標準利用者サイドに対して自己の標準必須特許がどのような範囲と態様により、如何なる具体的な契約条
件と実施料率が適用のうえライセンス許諾されるかを可視化するための公正競争担保メカニズム構築への適切な水
準の逐次コスト負担を段階的に受容すべきことが、利益負担配分に係る「比例原則」遵守を前提として提案（「比
例的利益負担配分アプローチ」）されているものと考えられる（24）。
　かかる欧州委員会による標準必須特許への公正競争担保メカニズム構築に係る「比例的利益負担配分アプロー
チ」提案を適切に斟酌した場合、我が国本指針における指定プラットフォーム事業者の知財権利行使に係る規制負
担配分のあり方についても、「比例原則」遵守を必須前提とした非常に慎重な規制検証判断が求められるものと考
える。具体的には、英国法制下の UK DMCCA ガイドラインにおいて必須とされる「比例原則」遵守検証プロセ
スの採用実施が、次節のとおり我が国法運用においても検討されるべきである。

　3.4　英国 UK DMCCA ガイドライン
　この点につき英国法制下での UK DMCCA ガイドラインにおいては、同セクション 4.19 にて競争当局

（Competition and Markets Authority：CMA）は反競争的行為の是正のために、競争促進介入（Pro-competition 
intervention：PCI）による事前措置を実施できるものとしており、以下のとおり「目的検証、措置検証及び比例
性検証」の三つの検証プロセスを経たうえで同介入の実施判断を行うことを義務付けている（25）。
　同ガイドラインにおいて当局は、イ）まず当該事前措置の目的が、反競争的行為の是正、軽減及び防止のいずれ
であるかを特定することを要し、またロ）特定された目的を達成するのに効果的である介入措置を検証し、当局に
よる競争促進命令（Pro-competition order：PCO）の指示及び他の公的機関への勧告の何れが効果的な介入措置
であるかを特定するものとされる。さらに上記の検証プロセスに加えて当局は、ハ）措置目的の達成による競争促
進等効果に比して、選択された介入措置によるプラットフォーム事業者への規制内容が比例的なものとなっている
か否かを検証し、「比例原則」の遵守を担保する手続き（「比例原則」遵守検証プロセス）の事前実施が義務付けら
れている。
　かかる英国法制下での競争促進介入に係る「比例原則」遵守検証プロセスの採用は、欧州委員会による前記標準
必須特許コミュニケーション（2017）にて採用の公正競争担保メカニズム構築における「比例的利益負担配分アプ
ローチ」類似のコンセプトが、UK DMCCA 法運用にて間接的に反映されているものとも観察される。換言すれ
ば、EU 競争法運用にて公的な標準技術（デ・ジューラ標準技術）に係る知財権利行使規制（すなわち標準必須特
許規制）に採用されていた「比例的利益負担配分アプローチ」を、UK DMCCA 法運用での事実上の標準技術

（デ・ファクト標準技術）に係る知財権利行使規制においても類似準用のうえ、第三の検証手順たる「比例原則」
遵守検証プロセスとして、英国法制下にてこれを具現化しているものと評価可能と考える。
　以上のような EU・英国の競争関連法下での知財権利行使規制に係る「比例原則」遵守担保の必須化の背景には、
競争促進介入による過度に広汎なアクセス情報提供義務規制等の実施が、無体財産に係る私有財産制度と技術資産
開発への資本投下行動を強く制限し、イノベーション投資へのインセンティブの減殺に繋がるおそれがあり、法政
策運用としての社会科学的適格性の観点（法的適格性）から実質的な懸念が残ることに鑑みた格別に慎重な法運用
判断があるものと推認される。
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　3.5　小括
　上記の EU 及び英国法制下での法政策運用判断（「比例的利益負担配分アプローチ」）に鑑みれば、我が国スマホ
競争促進法の運用においても、当局による「比例原則」遵守に係る検証プロセスの整備と事前実施は、法運用にお
ける不可欠の要素として本指針にて明示されるべきである。当該プロセスの実施により、指定プラットフォーム事
業者への過度に広汎な知財権利行使規制の回避が可能となるよう慎重に担保されるべきと考える。
　特に我が国法制下では、イ）既に「比例原則」法理については、経済的自由権等に係る国家行為による権利侵害
の有無を判断する憲法上の原則として認知されるに至っており、我が国法制下でも違憲立法審査基準論（ドイツ式
三段階審査論ほか）又は行政法運用上の原則論に具現化される法理論として受容が進んでいる状況にあることか
ら（26）、我が国本指針にて「比例原則」遵守検証プロセスの実施義務を明示することへのハードルは高くないもの
と考えられる。
　以上より、特に我が国本指針の OS 機能に係るアクセス情報提供義務等による事前規制の法運用において、「比
例原則」遵守検証プロセスの事前実施が義務付けられていない状況には、法政策学上の法的適格性観点から実質的
な懸念が残るものであり、当該法運用の再検証と本指針の修正検討が望まれる（27）。

4.法的適格性検証：英国法制下での「専門機関間接規制アプローチ」と我が国法運用
　4.1　概括
　また事前規制に比較的慎重とされる英国法制では、新規開発技術を典型とする他事業者へ未提供の OS 機能（「未
提供 OS 関連技術」）の相互運用性等に係るアクセス情報提供義務による事前規制について、格別の謙抑的姿勢を
その法運用にて顕在化させている。
　具体的には、2023 年の UK DMCCA 法案（Digital Markets, Competition and Consumers Bill ［2023］、殊に同
第 45 条第（3）項：Power to make pro-competition interventions）に係るガイダンスたる Digital Markets, Competition 
and Consumers Bill Explanatory Notes ［2023］（チャプタ 4：Pro-Competitive Interventions パラグラフ 241）（28）

にて、未提供 OS 関連技術に相当する「contactless payments」機能（非接触型決済機能）に係る情報提供義務規
制における被疑違反行為について、イ）これを指定プラットフォーム事業者に対する競争当局からの直接的な情報
提供命令措置（Pro-competition order：PCO）の対象（以下「競争当局直接規制アプローチ」）とするのではなく、
むしろロ）対象事業の所管専門知識を豊富に有する（競争当局以外の）他の公的機関による規制検討を推奨する、
他機関への拘束力の無い検討勧告措置（Recommendation to another party）の対象（以下「専門機関間接規制ア
プローチ」）に留めるべき場合がある旨が適示されている。
　なおかかる英国法運用下での専門機関間接規制アプローチによる謙抑的姿勢は、2024 年 12 月に公表の UK 
DMCCA ガイドライン（同セクション 4.21 ほか）でも同法可決後の第 46 条第（3）項に基づき堅持されており、
競争当局による（未提供 OS 関連技術に係るアクセス情報提供義務規制等の被疑違反行為に対する）事前規制介入
においては、他機関への検討勧告措置を行う専門機関間接規制アプローチにより対処される余地のあることが以下
のとおり明示されている。

　4.2　UK DMCCA ガイドライン下での法運用と我が国法運用
　UK DMCCA ガイドラインにおいては、前述のとおり同セクション 4.19 にて競争促進介入による相互運用性に
係る情報提供命令等の事前規制を実施できるものとしており（29）、かかる事前規制における格別に慎重な専門機関
間接規制アプローチ余地の採用は、過度に広汎なアクセス情報提供義務規制等の実施が（特に新製品・新サービス
市場創出に係る「破壊的・持続的イノベーション類型論」と「動的イノベーション理論」［C. クリステンセン、
J.A. シュンペーターほか］に関する直近研究（30）及び地経学・地政学的思慮の要請（31）に鑑みた）知財保護システム
の推進する革新的イノベーションと技術進歩への過度の阻害を回避する社会科学的適格性の配慮（法的適格性）か
ら（32）、情報提供命令による事前規制が厳格に比例的かつ必要限度の規制措置となることを担保すべく、対象事業
の所管専門知識を有する他の公的機関に最終的な規制判断を委ねているものと観察される。
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　当該ガイドラインにおいて検討勧告措置の相手先となる他の公的機関については、同セクション 9.46 にて調整
を要する他の規制当局として適示されている各機関が主として該当し得るものと考えられる。同セクションの規定
において当該協議義務が適用される他の規制当局とは、情報通信分野及び金融分野の規制主体たる『オフコム

（Ofcom）、金融行動監視機構（FCA）、情報コミッショナー、イングランド銀行及び健全性規制機構』であること
が明示されている（33）。以上の同セクション規定に鑑みれば、少なくとも情報通信分野及び金融分野のこれら各規
制機関が、検討勧告措置の相手先となる他の公的機関に該当する可能性が高いものと推認される。
　かかる英国における法運用に鑑みれば、我が国にて同様の専門機関間接規制アプローチ余地を採用するときに
は、情報通信分野及び金融分野を所管する経済産業省及び金融監督庁並びにこれらの関係機関が検討勧告措置の相
手先となる他の公的機関に該当する候補機関となるものと考える（34）。

　4.3　小括
　以上のとおり、UK DMCCA 法案ガイダンス及び UK DMCCA ガイドラインにおける、英国法制下での事前規
制における専門機関間接規制アプローチの採用は、特に我が国本指針での未提供 OS 関連技術（「contactless 
payments 機能（非接触型決済機能）」ほか）に係るアクセス情報提供義務規制との関連において積極的に参酌さ
れるべきであり（35）、未提供 OS 関連技術に係る事前規制における専門機関間接規制アプローチによる代替規制採用

（又は事前規制適用除外）の明示を検討すべきと考える（36）。

5.法的整合性検証：独禁法第 21 条規定に係る法体系固有性と我が国法運用
　5.1　概括
　前記諸懸案に加え、諸外国法制と異なり我が国法制ではスマホ競争促進法の隣接法たる独占禁止法にて同第 21
条（「知的財産行使への適用除外」）が制定法上にて成分明定されている法体系上の固有性とその法的整合性への特
段配慮をなすべき状況があることに留意を要する（37）。
　このため本指針では第 2 節における『法と独占禁止法との関係』関連記述（本指針 第 2-2 法と独占禁止法との
関係）にて、その総論部分としての知財権利行使への適用除外が、新たに明記されていることに注目すべきであ
る（38）。同記述では、本指針下にてアクセス情報提供義務規制の対象となる OS 関連技術等に特許権・プログラム著
作権又はノウハウ営業秘密などの知的財産が包含される場合における、これら知財権利行使の一環としての OS 関
連技術等に係る情報提供拒絶については、原則として「知的財産権の権利行使と認められる行為」にあたるとして
本法上の義務違反とはならない（「知財権利行使に係る反競争性否認」原則）ものとすべきことが総論適示されて
いる（39）。換言すれば、「知的財産権の権利行使と認められる行為」にあたらない情報提供拒絶のみが、スマホ競争
促進法下でのアクセス情報提供義務規制への違反となるべきことが、本指針の総論部分では意図されているものと
も観察される（40）。
　しかしながら他方で本指針の事前規制介入に係る第 3 節以下の各論部分（本指針 第 3-3［本法第 7 条第 2 号］
等）では、「知的財産権の権利行使と認められる行為」にあたるアクセス情報提供拒絶とは、具体的にいかなる行
為が該当するかにつき明示されておらず、規制対象外となる適法な提供拒絶の外郭をなす具体的行為態様が不明な
ままとされている状況にあり、本指針における総論・各論部分での法運用方針の記述間にて捻じれと不整合が生じ
ているように観察される（41）。
　この点、これまでの諸判例及び公正取引委員会の指針・ガイドライン等による蓄積された知財保有者の単独行為
に対する反競争性理解に基づけば、「知的財産権の権利行使と認められる行為」にあたらない反競争性を有する知
的財産の単独の提供拒絶とは、特に横取り・買い集め・規格誘引（42）もしくは不当取得・不当誘引・不当差別（43）の
類型にあたる特段の作為的手段を伴わない状況下（「非作為的状況」）においては（44）、公的標準技術［デ・ジュー
ラ標準］に係る標準化団体での標準化過程と同過程での FRAND 宣言を伴った知的財産の単独の提供拒絶（いわ
ゆる「公的標準必須知財の不当な提供拒絶」）のみが、「知的財産権の権利行使と認められる行為」にあたらない反
競争的な提供拒絶に該当し得るとされている（45）。換言すれば「公的標準必須知財の不当な提供拒絶」以外の知的
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財産の単独の提供拒絶は、（知財保有者による前記類型該当の特段の作為的手段を伴わない非作為的状況下では）
一般に反競争性を有しない適法な「知的財産権の権利行使と認められる行為」による提供拒絶であると判断すべき
ものと解される（46）。
　従って本指針の事前規制に係る各論部分（本指針 第 3-3［本法第 7 条第 2 号］）にて、指定プラットフォーム事
業者による OS 関連技術に係る情報提供拒絶については、（公的標準技術［デ・ジューラ標準］ではなく）事実上
の標準技術［デ・ファクト標準］を構成するに留まる知的財産の単独の提供拒絶を構成するものとして、一般に

「知的財産権の権利行使と認められる行為」にあたりアクセス情報提供義務規制の適用除外となることを確認のう
え、非作為的状況下での同提供拒絶が本法の事前規制違反とはならない旨を特に各論明示すべきと考える。具体的
には、本指針の『OS 機能の利用を妨げることの禁止』関連記述部分（第 3-3-（2）本法第 7 条第 2 号 イ（ウ）末
尾等）への、『事実上の標準技術［デ・ファクト標準］を構成するに留まる知的財産の非作為的状況下での単独の
提供拒絶については、一般に「知的財産権の権利行使と認められる行為」にあたり、アクセス提供義務による禁止
行為規制の適用除外となる』旨の追記措置の実施につき、今後の再検証と適切な対応措置が求められる（47）。

　5.2　EU・英国法制下の法運用状況
　この点につき EU 及び英国法制下においては、我が国独禁法第 21 条に相当する成文化された知財権利行使に係
る適用除外規定が必ずしも制定法上存するものではなく、欧州司法裁判所等の裁判例により示された「例外的状況
テスト（Exceptional Circumstances Test）」法理等（48）に基づき欧州委員会ガイドライン（標準必須特許コミュニ
ケーション［2017］ほか）の整備が進められ、知財権利行使に対する競争法適用除外に関する既存規制枠組みが、
主として判例法理に基づき構築されている状況にある。
　具体的に同法理が判示されたのは、2007 年の欧州第一審裁判所（The Court of First Instance）によるマイクロ
ソフト事件（49）にて、オペレーティングシステムの相互運用性（interoperability）を維持するために必要なインター
フェイス情報の提供拒否が問題とされる、EU 競争法（優越的地位の濫用規制［TFEU 第 102 条］）に違反する可
能性に係る事案であった。
　同事件での OS 技術情報の情報提供命令措置につき同裁判所は、過去の IMS 事件（50）にて欧州司法裁判所（The 
European Court of Justice）により示された知財強制提供命令の許容基準たる「例外的状況」テストを踏襲し、

『ライセンス拒否が「新製品」の出現を妨げていること』（第 1 要件）などの諸要件が満たされる「例外的状況」を
充足する場合にのみ、競争法規制による OS 技術情報の情報提供命令と、その結果としての知財強制提供命令が許
容されると判示のうえ判例法理として確立させたものである。
　特に同法理では、既存パートナー事業者による将来事業にて『ライセンス拒否が「新製品」の出現を妨げている
こと』（第 1 要件）が求められている格別配慮を背景として、UK DMCCA 法案ガイダンス 第 241 パラグラフにお
いて、アクセス情報提供命令対象からの未提供 OS 関連技術（contactless payments 機能）の適用除外方針が英国
当局により近時示唆されているものであろうと推認される（51）。

　5.3　小括
　上記の英国当局による法的整合性担保に係る格別配慮の可能性に鑑みるときには、（独禁法第 21 条の法的位置づ
けについては、知的財産制度が当然に有する権利行使の限界を確認的に規定したに過ぎないとの学術理解が大勢で
はあるものの）特に独禁法第 21 条が立法府議決を経た制定法により成文明定される我が国においては、同条が規
定する独禁法上の既存規制枠組みたる「知財権利行使に係る反競争性否認」原則には格別の配慮が払われるべきで
ある。この点、従前の判例法理との法的整合性が法政策上の懸案とされたに過ぎない英国法制等に比して、我が国
法制では制定法に規定された例外条項規定に係る法的安定性と予見可能性が懸案となり、（殊に独禁法第 21 条の規
定に類する知財権利行使規制に係る特段条項が本法条文に新規明定されていない現状においては）法的整合性の担
保は我が国では相対的に強く要請され、本指針の『OS 機能の利用を妨げることの禁止』関連記述部分（第 3-3-

（2） 本法第 7 条第 2 号 イ（ウ）末尾等）への前記追記措置が特に望まれるものと考える（52）。
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6.おわりに：本指針と今後の法政策運用における法的適格性・法的整合性担保
　本稿検証のとおり、指定プラットフォーム事業者が有する OS 関連技術に係るアクセス情報提供義務規制を規定
するスマホ競争促進法指針（特に同法第 7 条第 2 号関連記述）とその法政策運用については、当該事業者が保有す
る自己の知的財産に基づく行為を同法規制の対象とし得るものであり、イ）特に諸外国法制に存する「比例原則」
遵守検証プロセスと「専門機関間接規制アプローチ」採用余地が明示されていないことから、知的財産制度が推進
する革新的イノベーションと技術進歩による経済成長を過度に阻害するおそれがあり、法政策学上の法的適格性観
点からの懸念が存する。ならびにロ）我が国制定法上の独禁法第 21 条規定とその「知財権利行使に係る反競争性
否認」原則に係る法体系固有性への配慮の必要性より（53）、法的整合性観点からも実質的な懸念が残るものである（54）。
　以上より、OS 関連技術に係るアクセス情報提供義務規制に関する本指針と今後の同法政策運用については、慎
重な再検証と修正対応が求められるものと考える（55）。

（注）
（1）内閣官房デジタル市場競争本部事務局「モバイル・エコシステムに関する競争評価 最終報告」（2023 年 6 月 16 日）［以下「最終
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Mar. 2025, available at https://www.hausfeld.com/what-we-think/competition-bulletin/remedies-under-the-dmcca-a-new-
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（34）なお特に我が国特許権の権利行使規制については、既存法制として特許法第 93 条の公益裁定実施権制度が既に存しており、同制

度では（所管官庁たる特許庁長官ではなく）経済産業省大臣による裁定判断が求められていることからも、本法運用に係る同省大
臣等による別途規制判断を通じた「専門機関間接規制アプローチ」の実施は、我が国法政策における法的整合性観点からも合理的
許容性のあるものと考えられる。また独禁法第 100 条第 1 項が特許権等取消し宣告判断を特に裁判所に委ねていることからも、類
似の指摘が可能と解される。公益裁定実施権制度につき、参照 中山信弘『特許法 第 3 版』532-534 頁（弘文堂、2016）ほか。

（35）本法最終報告によれば、アクセス情報提供義務規制対象となる未提供 OS 関連技術としては、非接触型決済機能（contactless 
payments 機能）、ボイス・アシスタンス機能、又は紛失防止タグ機能などが想定される。またかかる専門機関間接規制アプローチ
を通じた我が国での経済産業省及び金融監督庁等の他の公的機関での規制判断決定については、特に新製品・新サービス市場創出
に係るイノベーション類型論と動的イノベーション理論に関する直近研究及び地経学・地政学的思慮の要請に鑑みた、知財保護シ
ステムが推進する革新的イノベーションと技術進歩への過度阻害を回避する社会科学的適格性への慎重配慮（法的適格性）の観点
からも好ましいものと考えられる。See supra notes 31 and 33.

（36）英国の競争・市場庁及び我が国の公正取引委員会などの競争当局は、短期的な関連市場環境の情報収集とミクロ市場環境分析に
専門知見を有するものであるが、情報通信分野及び金融分野等における中長期のイノベーション環境分析及び当該分野に係る国家
経済安全保障上の地経学・地政学環境分析に必ずしも専門知見を有する機関ではなく、（特に未提供 OS 関連技術への情報提供義務
規制等の）イノベーション環境及び地経学・地政学環境分析に係る中長期的戦略検討を要する事案に係る事前規制介入については、
専門機関間接規制アプローチを採用のうえ、経済産業省及び金融監督庁等の他の公的機関での規制判断決定に委ねることが望まし
い法政策判断であると考える。See supra note 29.

（37）金井貴嗣ほか 編『独占禁止法 第 6 版』398-399 頁（弘文堂、2018）、白石忠志『独禁法講義 第 8 版』69-71 頁（有斐閣、2018）、
和久井（2010）176-179 頁、田村善之『知的財産法 第 5 版』350-353 頁（有斐閣、2010）ほか。なお独禁法第 21 条の法的位置づけ
については、知的財産制度が当然に内包する権利行使の限界を確認的に規定したに過ぎないとの学術理解が大勢ではあるが、かか
る知的財産制度の権利行使限界を、（我が国主権者民意を反映する）立法府議会の議決を経た制定法により成文として明示確認して
いる我が国法制の固有性は格別に重視されるべきであり、（既存の判例法理との法的整合性が法政策上の懸案とされるに過ぎない
EU・英国法制の状況に比して）関係法政策の法的整合性担保判断にあたり我が国では特段の注意が払われるべきと考える。殊に新
法条文には、独禁法第 21 条規定に代替相当し得る（知財権利行使規制に係る）特段の知財例外規定条項が成文明定されていない現
状においては、その法的整合性担保はより強く要請されるものと解される。
なおその他の先行研究として、参照 石田健「標準規格必須特許に係る独占禁止法上の問題」パテント 72 巻 1 号 86 頁、87 頁

（2019）、伊藤政也「知的財産分野における独占禁止法の諸問題」パテント 67 巻 6 号 53 頁、55 頁（2014）、平山賢太郎「独禁法か
ら考える知的財産権ライセンス拒絶・差止請求」パテント 67 巻 12 巻 13 頁、15 頁（2014）、上杉秋則「知的財産権の行使に関する
独占禁止法上の指針－その改訂の方向性－」日本経済法学会年報 32 巻 93 頁、94-95 頁（2011）［以下「上杉（2011）」］、根岸哲編

『注釈独占禁止法』537 頁［和久井理子］（有斐閣、2009）、稗貫俊文『市場・知的財産・競争法』5 頁（有斐閣、2007）。また改正前
の独禁法旧法第 23 条につき、上杉秋則編『特許・ノウハウライセンス契約ガイドライン』19-20 頁（社団法人商事法務研究会、
1989）［以下「上杉（1989）」］。また上杉（2011）では、独禁法第 21 条制定趣旨に照らし高度市場占有率下での事後規制（私的独占
規制）による限定的な知財権利行使への規制が強く提言されており、特に傾聴すべきものと考える。

（38）本法最終報告（2023）では、独禁法第 21 条解釈につき明示的な言及はなかったものである。
（39）本指針 第 2-2。なお本稿に類する本法知財規制懸案につき、参照 滝川（2025）14-15 頁。
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（40）なおノウハウ・営業秘密への同法第 21 条の準用適用につき、参照 公正取引委員会「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指
針」（平成 19 年 9 月 28 日、改正：平成 22 年 1 月 1 日、改正：平成 28 年 1 月 21 日）第 2-1 注 5［以下「知財ガイドライン（2016）」］、
上杉（1989）91-92 頁。

（41）特に本指針の（各論部分にあたる）第 3-3 では、プラットフォーム事業者による「対価無償」での OS 関連技術の情報提供行為
が適法行為の典型事例として個別記述されるなど、総論部分が述べる「知的財産権の権利行使と認められる行為」たる情報提供拒
絶の外郭をなす具体的行為態様と、各論部分が記述する適法行為とされる情報提供行為事例との間での認識乖離が著しく、総論・
各論規定の整合性担保の見直しと各論記述の迅速な修正変更が強く望まれる。

（42）参照 知財ガイドライン（2016）第 3 私的独占及び不当な取引制限の観点からの考え方、1 私的独占の観点からの検討、（1）技術
を利用させないようにする行為（イ）乃至（エ）。Cf. SEIYA S. TAKEUCHI, ANALYSIS OF ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHTS RELATED TO STANDARD TECHNOLOGY IN EAST ASIA AND EUROPE, 32-34 （2021） ［hereinafter TAKEUCHI 2021］.
（43）参照 前掲注 第 4 不公正な取引方法の観点からの考え方、2 技術を利用させないようにする行為（1）乃至（3）。Cf. TAKEUCHI 

2021 at 34-35.
（44）参照 和久井（2010）181-184 頁。
（45）参照 知財ガイドライン（2016）第 3 私的独占及び不当な取引制限の観点からの考え方、1 私的独占の観点からの検討、（1）技術

を利用させないようにする行為（オ）、及び第 4 不公正な取引方法の観点からの考え方、2 技術を利用させないようにする行為（4）。
あわせて参照　知財高判平成 26 年 5 月 16 日（平成 25 年（ネ）第 10043 号）判例タイムズ 1402 号 166 頁［サムスン標準必須特許
損害賠償］、知財高決平成 26 年 5 月 16 日（平成 25 年（ラ）第 10007 号）判例タイムズ 1402 号 166 頁［サムスン標準必須特許差止
請求］。

（46）TAKEUCHI 2021 at 35-36。参照 和久井（2010）252-253 頁。
（47）なお前述のとおり特に我が国特許権の権利行使規制については、既存法制として特許法第 93 条の公益裁定実施権制度が既に存し

ており、同制度では（所管官庁たる特許庁長官ではなく）経済産業省大臣による裁定判断が求められていることからも、本法運用
に係る『事実上の標準技術［デ・ファクト標準］を構成するに留まる知的財産の不作為状況下での単独の提供拒絶については、一
般に「知的財産権の権利行使と認められる行為」にあたり、アクセス提供義務による禁止行為規制の適用除外となる』旨の追記措
置の実施は、我が国法政策に係る法的整合性観点からも合理的許容性のあるものと考えられる。また独禁法第 100 条第 1 項が特許
権等取消し宣告判断を裁判所に委ねていることからも、類似の指摘が可能と解される。

（48）滝川敏明『日米 EU の独禁法と競争政策 グローバル経済下の企業競争ルール 第 3 版』270-271 頁（青林書院、2006）、和久井
（2010）229-232 頁及び 233-236 頁。

（49）Case T-201/04 Microsoft v. EC Commission ［2007］ ECRII-3601. Cf. TAKEUCHI 2021 at chapter 4-2-4.
（50）Case C-418/01 IMS Health GmbH & Co. OHG v. NDC Health GmbH & Co. KG ［2004］ ECR I-5039, ［2004］ 4 CMLR 1543. 同法

理によれば、1）ライセンス拒否が「新製品」の出現を妨げていること、2）保護された技術の提供は「不可欠」であること、3）拒
否により下流市場での競争は「除去」されていること、及び 4）拒否には「正当な理由」が存在しないこと、からなる諸要件が満
たされる「例外的状況」を充足する場合にのみ、競争法規制による OS 技術情報の情報提供命令と、その結果としての知財強制提
供命令が許容される。
参照 竹内誠也「IoT ビジネス領域の技術標準に係る知的財産権の行使に関する法的課題－欧州の諸判例・学説と我が国知財関連競
争法政策への示唆－」『日本知財学会 第 18 回年次学術研究発表会 2020 予稿集』2C2（日本知財学会、2020）。

（51）EU 及び英国の競争法制が欧州連合裁判所の諸判例（IMS 事件及び Microsoft 事件等）による法理を基礎とした既存規制枠組み
を前提としている特質に鑑みれば、（独禁法第 21 条が制定法により明定された我が国既存規制枠組みと比較したときには）UK 
DMCCA ガイドライン等によるプラットフォーム事業者に対する新たな知財権利行使規制における法政策学の法的整合性担保の要
請は、相対的に必ずしも強固なものではなく、立法府における新規制定法の可決立法により判例法理を基礎とした既存規制枠組み
を変更する法政策判断上のハードルは必ずしも高くなかったものと考えられる。さりながら英国法制下においては、従来の EU 裁
判所の諸判例及びこれを基礎とした欧州委員会ガイドラインによる競争法上の既存規制枠組みとの整合性と継続性を、（殊に「比例
原則」遵守の観点等から）十分に尊重のうえ UK DMCCA ガイドライン等の整備を進めており、法的整合性の担保ならびに知財保
護堅持によるイノベーション推進保全に向けた格別の配慮を行っている状況が観察される。

（52）参照 竹内（2024）。
（53）前述のとおり、既存の判例法理との法的整合性が法政策上の懸案とされたに過ぎない EU・英国法制の状況に比して、我が国法

制では（主権者民意を反映する立法府議会の議決を経た）制定法に規定される成文の例外条項に係る法的安定性と予見可能性が懸
案となり、（殊に独禁法第 21 条の規定に相当する知財権利行使規制に係る知財例外条項が新法に特段明定されていない現状におい
ては）独禁法第 21 条との法的整合性の担保は相対的に特に強く要請されるものと解される。

（54）また本指針の法運用については、我が国加盟の TRIPS 協定各条及び GATS 関係条項等の条約遵守義務との法的整合性担保と地
経学・地政学的思慮についても複数の懸念が存するが、その詳解については別途の発表又は論稿に委ねたい。なおこれら懸案につ
き、参照 竹内（2024）。
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（55）前述のとおり具体的には、本指針の『OS 機能の利用を妨げることの禁止』関連記述部分（本指針 第 3-3-（2）本法第 7 条第 2 号 
イ（ウ）末尾等）への「知財権利行使に係る反競争性否認」原則を確認する『事実上の標準技術［デ・ファクト標準］を構成する
に留まる知的財産の非作為的状況下での単独の提供拒絶については、一般に「知的財産権の権利行使と認められる行為」にあたり、
アクセス提供義務による禁止行為規制の適用除外となる』旨の追記措置の実施などが望まれる。

（原稿受領 2025.11.12）
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